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「沢山の鯉のぼりが泳いでいるよ」―“九州

の嵐山”とも呼ばれる佐賀市大和町の川上峡で

は、約３００匹の鯉のぼりが５月の青空に優雅

に泳ぎ、川面に映し出されています。 

河畔の與止日女神社（よどひめじんじゃ）にち

なんだ観光屋形船“よどひめ号”が、“川上峡を

泳ぐこいのぼりを屋形船に乗ってゆっつらーと

眺めてみませんか？”と運航されています。 
 

●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇● 
 

キャリアアップ助成金

処遇改善支援コース 
 

キャリアアップ助成金の「処遇改善支援コー

ス」は、①賃金規定等改定コース②賃金規定等共

通化コース③賞与・退職金制度導入コース④短

時間労働者労働時間延長コースがあります。 

処遇改善支援コースの内①賃金規定等改訂コ

ースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定

等を３％以上増額改定し、その規定を適用させ

た場合に助成されます。 

＜助成額＞ 

助成額は１人当たりの額で以下のとおりです。 

賃金引上げ額 ３％以上５％未満 ５％以上 

中小企業   ５万円 ６万５０００円 

大企業 ３万３０００円 ４万３０００円 

※１年度１事業所当たりの支給申請上限人数は、１００人 

＜加算額＞職務評価の手法の活用により賃金規

定等を増額改定した場合 

中小企業  ２０万円 

大企業  １５万円 

※詳細は、お尋ね下さい。 
 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
 

多機能型事業所ななつの風

「きらり・にこり」 
 

多機能型事業所ななつの風「きらり・にこり」

の内覧会のご案内があり出掛けました。 

内覧会は、子ども達の発表や、１人１人が生き

生きと生活されている様子が手に取るように伝 

わり、子

ど も た

ちの「あ

り が と

うの歌」

の 合 唱

や「お礼

の あ い

さつ」に、 

会場いっぱいが感動に包まれ、この事業所が掲

げる “みんなちがう子どもたち”“ひとりひと

りに寄り添い”“心を寄せ合い、支援しています”

を、そのまま実践されている様子が伝わるよう

な内覧会でした。 

 

 

 

 

 

社会保険労務士事務所 
人事労務センター 

〒812-0011 

福岡市博多区博多駅前 4-33-11-702 

人事労務センター 
社会保険労務士 大隈昭子 

ＴＥＬ092-982-4188 

FAX 092-982-6170 

E メール：akiko@b-souken.com 
 

☎ 092-982-4188  

Fax092-982-6170 
E ﾒｰﾙ akiko@b-souken.com 
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今年も有田陶器市へ 
 

今年も、ゴールデンウイークに有田の陶器市

へ出かけました。 

現地の賑わい

は、“コロナ前の

勢いを超えてい

る”との報道の 

とおり、右も左も判らないほどの人出でした。 

人並みに押されながら見て回ると、柿右衛門

窯で昭和５０年から平成３０年まで絵付け師と 

して技を磨いてき

た「現代の名工」・

館林延幸氏が絵付

けの実演。見事で

した。 

その後、波佐見

焼の陶器市まで足

を伸ばし、孫の気 

に入りそうな器を数点買うことが出来ました。 
 

========================================= 
 

 

 

 
 

 

人事労務通信１２４号をお届けします。 

春になって庭には、いろいろな花が咲乱れて

います。 

昨年買い求めた「オーニソ

ガラム」に白い花が咲きまし

た。 

花言葉は、「純粋」「才能」

「無垢」「潔白」「清らかさ」

などと言われ、白い花と細い

葉っぱが目印です。 

なお、和名は、「オオアマナ」

でユリ科の花です。 

毎月１回の通信を発行する度に、仕事の進捗

状況の確認ができることや、通信読者の方々か

らの感想を寄せていただくことで大きな力を貰

っています。 

有難うございます。 

     

 

 
 

 

 

Ｑ：子の看護休暇や介護休暇

が時間単位の取得が可能

となったと聞きました

が？  

Ａ：育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や

介護休暇を柔軟に取得することができるよ

うに、育児・介護休業法施行規則等が時間単

位で取得できるよう改正されています。 

Ｑ：どこの事業所でも「時間単位」で取得でき

るのですか？ 

Ａ：法律が改定されたのですから、もし、「時

間単位の取得」としていない事業所では、こ

の法令に基づいて「育児・介護休業規程」を

改定し、時間単位の取得が可能となるよう

にしなければなりません。 

Ｑ：時間単位で取得できるとは、具体的にどの

ようになりますか？ 

Ａ：「時間単位とは、１時間の整数倍の時間を

いい、労働者からの申し出に応じ、労働者の

希望する時間数で取得できるようにしてく

ださい。」とされています。 

Ｑ：勤務の途中に１時間の休暇をとって、その

後、勤務に戻ることも可能ですか？ 

Ａ：法令では、いわゆる「中抜け」（就業時間

の途中から時間単位の休暇を取得し、就業

時間の途中に再び戻ること）なしの時間単

位休暇とされていますが、法令を上回る制

度として、「中抜け」ありを認めるように配

慮をお願いします。」としています。 

Ｑ：会社で「中抜け」ありと決めることができ

るということですか？ 

Ａ：そうです。「中抜け」ありを会社で決める

ことを推奨しているといえます。 

ただし、「中抜け」ありの休暇取得を導入

すると、それ以後、「中抜け」なしの休暇と

することは、労働者にとって不利益な労働

条件の変更となり、法令違反となります。 

 

子の看護休暇と介護

休暇の時間単位取得 

 

 


